
（平成２５年６月５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 6 件



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8407 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、

平成 16 年８月 25 日は 25 万 2,000 円、同年 12 月 17 日は 15 万 8,000 円、

17 年７月 15 日及び同年 12 月 26 日は 15 万 4,000 円に訂正することが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年８月 25 日 

           ② 平成 16 年 12 月 17 日 

           ③ 平成 17 年７月 15 日 

           ④ 平成 17 年 12 月 26 日 

  年金事務所から、私と同時期にＡ社に勤務していた同僚の賞与支払に

関する年金記録が訂正され、私についても、年金記録に反映されていな

い賞与支払があった可能性がある旨の手紙が届いた。私も、申立期間の

賞与の支払があったはずだが、年金記録となっていないので、記録を訂

正してほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   金融機関から提出された申立人名義の銀行口座に係る取引明細表から、

申立人は、申立期間においてＡ社から賞与が支給されていたものと認めら

れる。 

 また、同僚から提出された申立期間に係る賞与明細書において、その支

給された賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認でき

る。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

 

  

  

 



                      

   また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の取引明細表の振込

額並びに同僚の賞与明細書における計算方法により認められる賞与額及び

保険料控除額から、平成 16 年８月 25 日は 25 万 2,000 円、同年 12 月 17

日は 15 万 8,000 円、17 年７月 15 日及び同年 12 月 26 日は 15 万 4,000 円

とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主と連絡が取れないため確認することができないが、複数の

同僚に対し、申立期間において賞与が支払われ、その金額に見合う厚生年

金保険料が控除されていることが確認できるにもかかわらず、申立期間に

おいて標準賞与額の記録がある者が存在しないことから、事業主は、社会

保険事務所（当時）に対して申立期間の標準賞与額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該標準賞与額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、

５万 2,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月 26 日 

  年金事務所から、私と同時期にＡ社に勤務していた同僚の賞与支払に

関する年金記録が訂正され、私についても、年金記録に反映されていな

い賞与支払があった可能性がある旨の手紙が届いた。私の預金通帳によ

ると、申立期間の賞与の振込が確認できるが、年金記録となっていない

ので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された預金通帳の記録から、申立人は、申立期間におい

てＡ社から賞与が支給されていたものと認められる。 

 また、同僚から提出された申立期間に係る賞与明細書において、その支

給された賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認でき

る。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

 また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の預金通帳の振込額

並びに同僚の賞与明細書における計算方法により認められる賞与額及び保

険料控除額から、５万 2,000 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主と連絡が取れないため確認することができないが、複数の

同僚に対し、申立期間において賞与が支払われ、その金額に見合う厚生年

  

  

  

  

  



                      

金保険料が控除されていることが確認できるにもかかわらず、申立期間に

おいて標準賞与額の記録がある者が存在しないことから、事業主は、社会

保険事務所（当時）に対して申立期間の標準賞与額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該標準賞与額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業

所における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年４月 16 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 16 日から同年４月 16 日まで 

   Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間が厚生年金保険の被保険者

期間となっていないが、申立期間においても同社に継続して勤務してい

た。 

   調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人はＡ社に継続して

勤務し（昭和 38 年４月 16 日に同社Ｃ事業所から同社Ｄ事業所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所にお

ける昭和 38 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とす

ることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明と回答しているが、Ｂ社が保

管している健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、申立

人のＡ社Ｃ事業所に係る被保険者資格喪失日が昭和 38 年３月 16 日と記載

されていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

  

  

  



                      

社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

、

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 60 年６月 21 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 36 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年６月 21 日から同年７月 24 日まで 

  夫の厚生年金保険の記録では、Ｃ社（現在は、Ｂ社）において昭和

60 年６月 21 日に資格を喪失し、Ａ社において同年７月 24 日に資格を

取得しており、申立期間が被保険者期間となっていない。しかし、夫は

当時、転籍しただけで、継続して勤務しており、当時の給与明細書では

厚生年金保険料が控除されている。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が提出した申立人の給与明細書及び雇用保険の記録により、

申立人は申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 60 年６月 21

日に、Ｃ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書の厚生年

金保険料の控除額から、36 万円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかにこれ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

  

  

  



                      

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録

を６万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認めら

れる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年４月 30 日 

  年金事務所から、Ａ社における申立期間に係る賞与の記録が漏れてい

るのではないかとの問い合わせを受けた。給与支給明細書には、申立期

間の賞与から厚生年金保険料が控除されていることが確認できるので、

申立期間の標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する給与支給明細書から、申立人は、申立期間において、

賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

 また、申立人の申立期間における標準賞与額については、上記明細書に

より確認できる賞与額及び保険料控除額から、６万円とすることが妥当で

ある。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら行ったとは認められない。 

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8412 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 45 年５月 21 日から同年６月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ

社）における資格喪失日に係る記録を同年６月１日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を、２万 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月 21 日から同年７月１日まで 

  私は、昭和 45 年２月にＡ社に入社し、途中、同社から分社したＣ社

（現在は、Ｂ社）に移ったが、46 年１月に退職するまで継続して勤務

していた。しかし、厚生年金保険の記録では、Ａ社で 45 年５月 21 日に

資格喪失、Ｃ社で同年７月１日に資格取得となっており、申立期間が厚

生年金保険の被保険者期間となっていない。当時、事務所を引っ越した

ことを記憶しているが、継続して勤務しており、仕事の内容も変わらな

かった。同僚が申立期間について申立てをしており、第三者委員会から

何度も照会文書が届いたため、私も申立てをすることにした。申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 45 年５月 21 日から同年６月１日までの期間につ

いて、複数の同僚の証言から、申立人は、当該期間において申立てに係る

グループ会社に継続して勤務（Ａ社からＣ社に異動）していたことが認め

られる。 

 また、申立人と同時期にＡ社からＣ社へ異動した同僚が所持する給与明

細書から、当該同僚は昭和 45 年５月の厚生年金保険料を控除されていた

ことが確認できる。 

  

  



                      

   なお、異動日については、事業主は、申立人に係る資料を保管していな

いが、Ａ社は会社分割に伴い昭和 45 年６月１日にＤ社に名称変更してい

るところ、上記の同僚が所持する同年５月分の給与明細書にはＡ社、同年

６月分の給与明細書にはＣ社と記載されており、Ｄ社の社名は記載されて

いないことから、同日とすることが妥当である。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年

５月 21 日から同年６月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

  また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

45 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

  なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、Ｂ社は不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざるを得

ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が昭和 45 年６月１日を被保険者資格の喪失日とする届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  一方、申立期間のうち、昭和 45 年６月１日から同年７月１日までの期

間については、複数の同僚の証言から、申立人が当該期間において、Ｃ社

に勤務していたことは推認できる。 

  しかし、オンライン記録では、Ｃ社は昭和 45 年７月１日に厚生年金保

険の適用事業所となっており、当該期間においては適用事業所となってい

ないことが確認できる。 

  また、上記の同僚が所持する給与明細書により、当該同僚が昭和 45 年

６月の厚生年金保険料を控除されていなかったことが確認できる。 

  このほか、申立人が当該期間において厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 45 年６月１

日から同年７月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7064（事案 2865の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年７月から 49 年３月までの期間、55 年２月から同年 12

月までの期間、58 年 12 月から 59 年 11 月までの期間及び 60 年５月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年７月から 49年３月まで 

           ② 昭和 55年２月から同年 12月まで 

           ③ 昭和 58年 12月から 59年 11月まで 

           ④ 昭和 60年５月から 61年３月まで 

  私は、私の夫の分と一緒に、定期的に国民年金保険料を集金人に納付し

ていたが、申立期間①は申請免除期間とされており、申立期間②、③及び

④は未納とされている。 

  申立期間①から④までを再調査して、国民年金保険料が納付済みである

と認めてほしい。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当初の申立てにおいて、申立人は、申立期間①のうち、昭和 44 年７月から

45 年３月までの期間、申立期間②、③及び④について、夫婦二人分の国民年

金保険料を納付していたと主張しているが、ⅰ）申立人の夫が厚生年金保険

に加入している期間を除けば、申立人夫婦の国民年金保険料の納付記録は全

て一致しており、その夫も、当該期間が申請免除期間及び保険料の未納期間

とされていること、ⅱ）当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらないことから、申立人が当該期間

の保険料を納付していたものと認めることはできないとして、既に年金記録

確認Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき平成 21 年 11 月 18 日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

  



 

   今回、申立人は、前回申立てをした昭和 44 年７月から 45 年３月までの期

間に同年４月から 49 年３月までの期間を追加して申立期間①とし、前回申

立てをした申立期間②、③及び④と共に申立てを行っている。 

 しかしながら、申立期間①について、申立人の夫も同期間が申請免除期間

として記録が一致している上、当該期間は５か年にわたっており、複数回に

わたり免除の申請を行ったと考えられるが、申立人は、免除の申請を行った

のではなく国民年金保険料の納付を行ったと主張しているのであり、その全

てにおいて行政側が保険料納付及び申請免除に関わる事務処理を続けて誤る

とは考え難い。 

 また、今回新たに、申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を納付す

ることが可能であった証拠として、申立人の夫が交通災害共済加入者証及び

預金通帳を提出しているが、当該資料から保険料を納付していたことを確認

することはできない。 

 以上のことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

  

  

  

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7065（事案 2877の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年７月から 49年３月までの期間、54年 10月及び 58年 12

月から 59 年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年７月から 49年３月まで 

           ② 昭和 54年 10月 

           ③ 昭和 58年 12月から 59年 11月まで 

  私の妻が、定期的に夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に納付してい

たが、申立期間①は申請免除期間とされており、申立期間②及び③は未納

とされている。 

  申立期間①から③までを再調査して、国民年金保険料が納付済みである

と認めてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当初の申立てにおいて、申立期間①のうち、昭和 44 年７月から 45 年３月

までの期間及び申立期間③について、申立人は、申立人の妻が夫婦二人分の

国民年金保険料を納付していたと主張しているが、ⅰ）その妻も、当該期間

が申請免除期間及び未納期間とされていること、ⅱ）当該期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない

ことから、申立人が当該期間の保険料を納付していたものと認めることはで

きないとして、既に年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づ

き平成 21 年 11 月 18 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

 今回、申立人は、前回申立てをした昭和 44 年７月から 45 年３月までの期

間に同年４月から 49 年３月までの期間を追加して申立期間①とし、今回新

たに追加した申立期間②及び前回申立てをした申立期間③と共に申立てを行

  

  



 

っている。 

  しかしながら、申立期間①について、申立人の妻も同期間が申請免除期間

として記録が一致している上、当該期間は５か年にわたっており、複数回に

わたり免除の申請を行ったと考えられるが、申立人は、免除の申請を行った

のではなく国民年金保険料の納付を行ったと主張しているのであり、その全

てにおいて行政側が保険料納付及び申請免除に関わる事務処理を続けて誤る

とは考え難い。 

  また、申立期間②について、申立人は、その前後において未加入期間が散

見される上、申立人の国民年金被保険者台帳には、未納分の国民年金保険料

に係る納付の督促や勧奨と考えられる「はがき送付」の記載が確認でき、当

該期間が未納となっていた状況がうかがえる。 

  さらに、申立人は、今回新たに、申立期間①、②及び③の国民年金保険料

を納付することが可能であった証拠として、交通災害共済加入者証及び預金

通帳を提出しているが、当該資料から保険料を納付していたことを確認する

ことはできない。 

  以上のことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

 

 

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7066（事案 6031、6441及び 6876の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年４月から 48年３月までの期間及び 51年 10月から 60年

３月までの期間の付加保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 48年３月まで 

           ② 昭和 51年 10月から 60年３月まで 

  私は、これまで３回にわたり申立てを行っているが、前回の申立てにお

いて、記録訂正が認められなかったことから、日本年金機構に私の国民年

金保険料の納付に関する資料について保有個人情報の開示請求を行った後、

所轄の地方厚生局に相談に行ったところ、社会保険審査官から第三者委員

会への再申立てを勧められた。 

  申立期間①及び②の付加保険料については、納付しているはずであるた

め、同審査官からもよく話を聞いてもらい、私の付加保険料の納付記録を

回復してもらいたい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、これまで３回にわたり年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当

時）に申立てを行っているが、ⅰ）申立期間①については、付加年金制度が

開始されたのは昭和 45 年 10 月である上、申立人の所持する国民年金手帳に、

申立人が 48 年５月に「所得比例保険料を納付する者となる申出」を行った

ことをうかがわせる記載があること等から、ⅱ）申立期間②については、申

立人の所持する再発行された年金手帳に、「所得比例用 60．４．24」の押印

があること、及びオンライン記録において 60 年４月から付加保険料が納付

済みとされていること等を考え合わせると、申立人は、同年同月から付加保

険料を納付したと考えるのが合理的であること等から、既に年金記録確認Ａ

地方第三者委員会の決定に基づき平成 23 年８月 31 日付け、24 年１月 12 日

付け及び同年９月 20 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

  



 

われている。今回の再申立てにおいて、申立人は、所轄の地方厚生局に相談

に行ったところ、社会保険審査官から第三者委員会への再申立てを勧められ

たため、同審査官から話を聞いてもらい、申立期間①及び②の付加保険料の

納付記録を回復してほしいと主張しているが、申立人が相談したとする同審

査官からは、所管業務ではないため、第三者委員会に申し出てもらいたいと

述べたに過ぎないとの回答を得ている上、口頭意見陳述においても、申立人

が当該期間の付加保険料を納付していた事実を裏付ける具体的な証言を得る

ことができず、新たな資料等の提出も無い。 

 そのほかに委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情も見当たらな

いことから、申立人は、申立期間の付加保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

  

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7067 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年 12 月から 51 年９月までの期間及び同年 11 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年 12月から 51年９月まで 

           ② 昭和 51年 11月から同年 12月まで 

  私が 20 歳となった昭和 50 年＊月頃、学生だった私に代わって、母親が、

私の国民年金の加入手続を行い、学生時代の国民年金保険料を納付してく

れていた。 

  私は、学生時代に母親から、「（あなたの）国民年金は 20 歳から納付し

ているので、（将来）満額もらえる。」と聞いていたにもかかわらず、申

立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②当時の国民年金の加入手続及び国民年金保険

料の納付に直接関与しておらず、申立人の加入手続及び当該期間の保険料を

納付したとするその母親は既に他界しており、証言を得ることができないこ

とから、当該期間当時の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

 また、申立人は、20 歳となった昭和 50 年＊月頃、申立人の母親が、申立

人の国民年金の加入手続を行い、学生時代の国民年金保険料を納付してくれ

ていたと主張しているが、申立人の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳

記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日

から、申立人が大学卒業後の 53 年５月と推認され、申立人の主張する加入

手続時期と一致しない。 

 さらに、申立人の主張のとおり申立期間①及び②の国民年金保険料を納付

するには、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、当

該期間の始期から申立人の手帳記号番号が払い出された時期までを通じて同

  

  

  



 

一市内に居住していた申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

  加えて、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7068 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 50年３月まで 

  私は、昭和 43 年４月頃、住み込みで働いていた店の店主から国民年金の

加入を勧められ、当時、お店に来ていた集金人を通じて、私の国民年金の

加入手続を行った。 

  申立期間の国民年金保険料については、集金人に毎月納付していた。店

主及びその妻も同じ集金人に保険料を納付していた。 

  申立期間の国民年金保険料が、私だけ未納となっていることに納得がい

かない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年４月頃に国民年金の加入手続を行ったと主張している

が、申立人の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号

が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、50 年４月と推認

され、申立人の主張する加入時期と一致しない上、加入手続時点において、

申立期間のうち、大半の国民年金保険料は、時効により納付することができ

ない。 

 また、申立人の主張のとおりに申立期間の国民年金保険料を納付するため

には、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申立人

は、当該期間当初から手帳記号番号の払出時期を通じて、同一町内に居住し

ており、別の手帳記号番号が払い出される事情は無く、その形跡も見当たら

ない上、申立人は、現在所持している手帳以外の手帳を所持していた記憶は

無いと述べている。 

 さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

  

  

  



 

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年４月頃から 12 年４月１日まで 

   私は、平成 11 年４月頃からＡ社にＢ職として勤務していたが、申立

期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

   調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する平成 11 年 12 月度給与明細書及び同僚の証言から、期

間の特定はできないものの、申立人は、同年 12 月より前からＡ社に勤務

していたことが推認できる。 

 しかしながら、複数の同僚が、「Ｂ職は、試用期間があり、一定の期間

後に正社員となり、それ以後、厚生年金保険に加入させていた。なお、正

社員となる時期は、成績だけでなく会社の判断によるため、人により異な

っていた。」と述べており、これら同僚のうちの一人は、「Ｂ職の者は、

厚生年金保険に加入することを希望しない者もいたため、希望により、厚

生年金保険に加入しないこともできた。」と述べている。 

 また、申立人が所持する平成 11 年 12 月度及び 12 年３月度給与明細書

においては、厚生年金保険料が控除されていない上、このほかに、申立人

の申立期間における厚生年金保険料控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8414 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月 20 日から同年３月１日まで 

   私は、平成６年１月 20 日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、同年７

月８日まで勤務していた。しかし、厚生年金保険の記録では申立期間が

被保険者期間となっていない。 

   調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の記録から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していた

ことが確認できる。 

 しかし、Ａ社は、平成６年３月１日に厚生年金保険の適用事業所になっ

ており、申立期間は適用事業所になっていない。 

 また、申立期間当時のＡ社の事業主に、申立人の申立期間における保険

料控除について照会したが、回答を得られないため、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 さらに、Ａ社において厚生年金保険の被保険者資格を取得し、住所の判

明した元社員 15 人に申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて照会したものの、いずれの元社員からも申立人に係る証言が得られ

ないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

  

  

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8415 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、農林漁業団体職員共済組合の組合員とし

て掛金を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年２月１日から同年６月１日まで 

  申立期間において、Ａ事業所に勤務していたが、農林漁業団体職員共

済組合の組合員となっていない。 

  調査の上、申立期間を農林漁業団体職員共済組合の組合員として認め

てほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所の事業を継承しているＢ事業所が保管する人事個人記録台帳か

ら、申立人が申立期間においてＡ事業所に勤務していたことは確認できる。

 しかし、農林漁業団体職員共済組合が保管する組合員資格新規取得届に

よると、申立人は、昭和 47 年６月１日に農林漁業団体職員共済組合の組

合員資格を取得していることが確認できる。 

 また、Ｂ事業所は、申立期間に係る掛金の控除については、当時の資料

を保管していないため不明と回答している。 

 さらに、申立人が記憶している同僚からは、申立期間における掛金の控

除に係る供述を得ることができない上、申立人は、申立期間の掛金が給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していな

い。 

 このほか、申立人の申立期間における掛金の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が農林漁業団体職員共済組合の組合員として掛金を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  

  

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年９月から 50 年５月１日まで 

  私は、昭和 49 年９月から 51 年８月までＡ事業所で勤務していた。し

かし、厚生年金保険の記録では、申立期間が被保険者期間となっていな

い。調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ事業所に勤務していたと主張している。 

 しかし、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

事業主及び社会保険担当者も既に死亡していることから、申立人の申立期

間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

 また、オンライン記録から、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和 50 年５月１日であることが確認でき、同日に申立人と同

じく厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚は、「私は、昭和 45

年４月頃、Ａ事業所に入職した。50 年５月１日に同事業所で厚生年金保

険の被保険者資格を取得する前は、給与から厚生年金保険料は控除されて

いなかった。」と述べている。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8417 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年８月頃から 37 年６月１日まで 

           ② 昭和 39 年４月 20 日から 41 年 10 月頃まで 

  夫は、昭和 35 年８月頃から 41 年 10 月頃まで、継続してＡ社に勤務

していた。 

  Ａ社に勤務していた時の資料は、危険物取扱主任者免状以外無いが、

同免状（昭和 35 年９月 20 日交付）は、同社に勤務していた時に取得し

たと言っていた。また、同社がＢ地からＣ地に移転し、移転後も同社に

勤務していたと言っていた。 

  調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社は、資料廃棄済みのため、申立人の勤務期

間について不明と回答している上、複数の同僚に照会したものの、申立

人が当該期間において同社に勤務していたことを確認できる具体的な証

言を得ることができない。 

 また、現在、Ｄ県の危険物取扱者に係る指定試験機関は、「申立人の

危険物取扱主任者免状の交付記録は確認できるが、当時の勤務先につい

ては、記録が無く不明。」と回答しており、同免状取得時の勤務先を確

認することができない。 

 さらに、厚生年金保険被保険者手帳記号番号は、同手帳記号番号払出

簿において、申立期間①より後の昭和 37 年６月９日に払い出されている

  

  

  



                      

上、Ａ社に係る厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立人は、

同年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得しており、オンライン

記録と一致する。 

   申立期間②について、Ａ社は、資料廃棄済みのため、申立人の勤務期

間について不明と回答している上、複数の同僚に照会したものの、申立

人が当該期間において同社に勤務していたことを確認できる具体的な証

言を得ることができない。 

   また、申立期間②に厚生年金保険の被保険者記録のある複数の同僚に

は雇用保険の被保険者記録がある一方、申立人には当該期間における雇

用保険の被保険者記録が無い。 

   さらに、上記事業所別被保険者名簿において、申立人は、昭和 39 年４

月 20 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失しており、オンライン記録と

一致する。 

   このほか、Ａ社のホームページによると、同社がＣ地に新工場を竣工

し、工場移転した時期は、昭和 38 年１月であることが確認でき、これは

申立人の同社における厚生年金保険被保険者記録のある期間内である上、

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間①及び②における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年１月７日から 29 年５月１日まで 

           ② 昭和 29 年８月５日から 32 年１月 30 日頃まで 

  年金事務所において、私がＡ社に勤務していた期間のうち、昭和 27

年４月１日から 28 年１月７日までの期間及び 29 年５月１日から同年８

月５日までの期間の年金記録が見付かった。しかし、私は、27 年４月

１日から 32 年１月 30 日頃まで、途中退職すること無く同社に勤務して

いたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶する同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人

がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立人と同様に、同社において厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、

再度同資格を取得している被保険者が複数確認できる。 

 また、上記被保険者名簿により、Ａ社は、昭和 30 年１月１日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間②のうち、同日より後の

期間において厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

 さらに、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主及び後継者も死亡して

いるため、供述を得ることができず、後継者の妻は、当時の資料は保管さ

れておらず不明としているため、申立人の申立期間における厚生年金保険

料の控除について確認することができない。 

 加えて、上記被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）に

よると、申立人は、昭和 28 年１月７日にＡ社の厚生年金保険被保険者資

  

  

  

  

  



                      

格を喪失後、29 年５月１日に再度同資格を取得し、同年８月５日に同資

格を喪失していることが確認でき、オンライン記録と一致している。 

  このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  




